
 

市県民税・国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料などを決める大切な申告です。 

市県民税等の申告が必要となるか、次の図で確認してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

わたしは申告が必要？？ 
～ かんたん！申告チェック ～ 

令和 6 年 1 月 1 日現在、鹿島
市内に居住していましたか？ 

令和 6 年 1 月 1 日現在、鹿島
市内に別荘・事業所を所有し
ていましたか？ 

令和 6 年 1 月 1 日現在居住
の市(区町村)で市県民税申告
等をしてください。 

鹿島市に申告書(写)を提出し
てください。※申告可能 

いいえ いいえ 

はい 令和 5 年中に収入がありまし
たか？ 

いいえ 
鹿島市内に居住する親族の扶
養控除の対象になっています
か？ 

はい 

市県民税申告は原則不要です
が、所得証明等が必要な場合
は申告が必要です。 

いいえ 

国民健康保険・後期高齢者医
療保険の加入者ですか？ 

市県民税申告が必要です。 
国民健康保険税・後期高齢者
医療保険料の軽減が受けられ
る場合がありますので、必ず
申告してください。 

いいえ 

はい 

はい 

はい 

職場で年末調整をされました
か？ 

給与収入がありますか？ 

いいえ 
年金収入がありますか？ 

市県民税申告が必要です。 
いいえ 

確定申告が必要です。 

はい 

年金収入は400万円以下です
か？ 

いいえ 

はい 

営業・他事業・不動産・農業・
保険満期・一時・土地等の譲
渡・雑(個人年金)等の所得を
合算したら所得税が増額また
は減額されますか？ 

勤務先事業所は給与支払報告
書を鹿島市役所へ提出してい
ますか？（提出の有無は勤務
先へご確認ください。） 

はい 

市県民税申告は原則不要で
すが、医療費、寄附金控除等
を受ける場合は申告が必要
です。 
※内容によっては確定申告
が必要です。 

いいえ 

市県民税申告は原則不要で
すが、源泉徴収票に記載され
ていない社会保険料控除や
医療費控除等を受ける場合
は申告が必要です。 
※所得税の精算をする場合
は確定申告が必要です。 

次のいずれかに当てはまり
ますか？ 
①給与収入が 2 千万円を超
えている 

②主たる給与（年末調整済
み）以外の給与（源泉徴収
有）収入が 20 万円を超
えている 

③2 か所以上から給与の支
払いを受けておりすべて
年末調整をしておらず、
収入が合算して 103 万
円を超えている 

④給与が日給等により支払
われ、所得税が源泉徴収
されておらず、収入が
103 万円を超えている 

給与収入のみですか？ 

はい 

年金・営業・他事業・不動産・
農業・保険満期・一時・土地等
の譲渡・雑(個人年金)等の所
得が 20 万円以下ですか？ 

いいえ 

はい 市県民税申告が必要です。 
※内容によっては確定申告
が必要です。 

いいえ 

はい 

年金収入のみですか？ 

はい 

いいえ 

はい 

いいえ 

いいえ 

はい 

確定申告が必要です。 

はい 

いいえ 

確定申告をすることで、所得税が
還付される場合があります。 
※申告は義務ではありません。 


